ふるさとセンター整備事業補助金について（新築）

　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 新築事業とは
   町会等が行う集会施設の建築のこと
■ 補助金額
　 補助対象経費と基準事業費※のいずれか低い金額に，
　１／２を乗じて算出した額（補助上限額：１５００万円）
※基準事業費（概略）
建築単価×集会施設の延べ床面積
※基準事業費（詳細）
１㎡当たりの建築単価に基づき，国で行われる建築着工統計調査の全国計の「全建築物計」，構造「木造」の工事費予定額を床面積の合計で除した額（千円未満切り上げ）に集会施設の延べ床面積を乗じて得た額とする。
なお，建築着工統計調査は，補助金の交付を予定する年度の，前々年計分の統計を使用するものとする。


■ 補助対象経費

　 ①設計管理費

　 ②建築本体工事費

　 ③電気工事費

　 ④給排水工事

　 ⑤ガス工事費

　 ⑥冷暖房工事費

　 ⑦災害用井戸工事費

　　
　　
　
■補助対象要件

・既存の集会施設を建て替える場合，既存の集会施設が建築完了年度の翌年から起算して３０年以上経過していること。

・既存の集会施設で市の補助金を使って修繕及びバリアフリー改修事業を実施している場合，補助を受けた年度の翌年から起算して５年以上経過していること。
・新築をする場合，別に町会等独占して使用できる市の補助金を使って建設をした集会施設を有していないこと。（1町会１施設）
・町会等を法人化していること。
　■その他注意事項

　①事業着手・完了後の補助金申請は，一切受け付けられません。

　②建設にあたっては都市計画法・建築基準法を遵守してください。

　③収容人員３０人以上の建物の場合は消防法に基づく防火管理者
　　を選任してください。

　④千葉県福祉のまちづくり条例に適合させた建物としてください。       
　⑤予算の都合上，御希望をいただいた年度に工事を行うことが難し
　　い場合がありますので，ご了承ください。
　問い合わせ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏市役所　市民生活部　市民活動支援課
電話：04-716７-1126（直）

■（新築）補助金交付の流れと必要書類
	時期
	市　　　（手続き）
	町会
	提出書類

	随時

補助金を交付申請する前年度８月末日まで
 前年度  

 ３月末
補助年度
３月末迄


	
 
予算要求
補助金内示
 審査

（約２週間）
 交付決定

交付決定通知書の発送
竣工検査
 審査     

 (約２週間）
 確定

確定通知書の発送
　審査
   (約３週間）

  補助金

　振込


	事前相談
町会での条件整備

①構成員の合意形成

（総会決議等）

②自己資金の積み立て

③法人格の取得

　 要望書類提出

  補助金交付申請準備

　
  交付申請書の提出

　事業着手


　事業完了
　実績報告書の提出
　

　補助金交付請求

	①ふるさとセンター補助金要望書
（指定様式）

①ふるさとセンター補助金要望書
（指定様式）

②構成員が集会施設整備事業実施に合意していることがわかるもの

（総会資料等）

③自己資金の額がわかるもの

（通帳の写し等）

④工事見積書の写し
①交付申請書
（指定様式）

②事業計画書・予算書
（指定様式）

③総会資料等
　(町会等活動を行っていることがわかるもの）
④町会等の規約・会則
⑤町会等の役員名簿
⑥工事見積書の写し（要望時から変更
　があった場合）・内訳書の写し
⑦建築確認済証の写し
⑧位置図（地図）
⑨建築設計図書の写し
⑩建築用地の全部事項証明書
（法務局で取得）
⑪建築用地の地積測量図の写し
（法務局で取得）
⑫土地所有者の承諾書
（建築用地が借地である場合）
⑬隣接土地所有者の同意書
（指定様式）
⑭その他市長が必要と認める書類
①実績報告書
（指定様式）

②事業報告書・決算書
（指定様式）

③建築確認に係る検査済証の写し

④工事請負契約書の写し
⑤領収書の写し

⑥完工写真

⑦集会施設使用規定

⑧火災保険証書の写し
⑨事業完成届
①補助金等交付請求書
（指定様式）



例：令和７年度要望書受付分（令和８年度交付分）の場合


　建築費用（補助対象経費）３０００万円


　集会施設延べ床面積１３５㎡の場合





　①：補助対象経費：３０００万円


　②：基準事業費：集会施設の１㎡あたりの延べ床面積単価


　　　（２２.１万円）×１３５㎡＝２９８３万円


　　　　　↳R６年計分を記載。毎年変動する可能性がございます。


　①＞②のため，基準事業費×１／２＝１４９１.７万円





裏面あり





 ■次のような経費は補助対象外です


①既存の建築物等の解体費用


②既存建物の移転に必要な費用


③借入れに必要な費用


④造成工事及び外構工事


⑤什器，備品等の費用


⑥起工式・竣工式の費用


⑦電話回線敷設費用，水道加入金，    


  下水道受益者負担金


⑧登記に必要な費用


⑨火災損害保険加入に必要な費用


⑩災害用井戸の水質検査等に必要な


　費用


⑪その他市長が不適当と認めるもの　　　　　　
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